
 
第一部会  審議資料  

 

 

環境影響評価調査計画書に係る環境影響評価の  
項目選定及び項目別審議について  

 

（年月日）令和元年５月14日 

 

（事業名称）西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差事業 

 

１ 選定した環境影響評価の項目 ８項目 （選定した理由 Ｐ94） 

騒音・振動、土壌汚染、日影、電波障害、景観、史跡・文化財、 

自然との触れ合い活動の場、廃棄物 
 

【騒音・振動】 

１ 本事業は事業予定期間が15年という長期にわたり、また、一部で夜間工事も予定

されていることから、周辺住民に対して十分に配慮した環境保全のための措置を検

討し、予測・評価を行うこと。 

 

２ 工事の完了後の鉄道騒音について、本事業区間周辺には中高層の住宅等が存在す

ることから、必要に応じて、高さ方向を含めた予測･評価を行うこと。 

 

 

２ 選定しなかった環境影響評価の項目  ９項目 （選定しなかった理由 Ｐ96～97） 

大気汚染、悪臭、水質汚濁、地盤、地形・地質、水循環、生物・生態系、風環境、

温室効果ガス 

 

意見なし 

 

３ 都民の意見及び周知地域区市長の意見 

 

   別紙のとおり 

資料１－１ 
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「西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差事業」環境影響評価 

調査計画書に対する都民の意見及び周知地域区市長の意見   

 

 

１ 意見書等の件数 

都民からの意見書            10 件 

周知地域区市長からの意見        ３ 件 

      合   計             13 件 

 

２ 都民からの主な意見 

（1） 騒音・振動 

・ 高架化により騒音が広い地域に影響を及ぼすことが心配されるため、調査・予測の範囲を

200m～300mまで広げてもらいたい。 

・ 「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」に基づく評価の指

標「騒音レベルの状況を改良前より改善する」では不十分であり、「環境基本法に基づく騒

音規制基準」に準じるべき。 

・ 鉄道敷地に接する民家が存在しており、測定地点を敷地境界にも設定すべき。 

・ 等価騒音レベル(LAeq)による評価のほか、単発騒音暴露についても予測、評価を行うこと。 

・ 建築物による減衰効果の補正については、実際の減衰状況に基づき適否を検証すること。 

・ 事後評価の測定地点を 12.5m地点だけではなく、より近接した地点で行うこと。 

・ 騒音現況調査において、数値計測調査とともに、得られた数値に対する沿線居住者の意識

調査も行い評価してもらいたい。 

・ 振動の評価について、評価の指標を「現地調査結果を大きく改善すること」とすること。 

・ 高架化された場合、どの程度の側道が計画され、どの程度の騒音が降りかかるか心配して

いる。防音壁は 1 日の平均値で計画されるとの説明だが、地形や線路との距離、測定時間帯

により大幅に変わると思われる。よりきめ細やかな計画案を作り、同様な条件の案件の現状

を示し、納得の上、地下化の場合も含めた環境影響評価計画の立案が必要。 

（2） 生物・生態系 

周辺公園（武蔵関公園）、河川（石神井川）などに生息する野鳥、陸上生物に対し、工事中

騒音、高架化による騒音発生位置の変化などがもたらす影響を評価項目に加えるべき。 

（3） 日影 

冬至日での日影の範囲、時間、変化などの規定上の一定点での影響だけではなく、見通しの  

悪化、日常的に直下の道路に与える影で生み出される治安などの点も評価に入れてもらいたい。 

（4） 電波障害 

電波障害が発生した際に対処することを調査計画に入れること。 

別 紙 
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（5） 自然との触れ合い活動の場 

武蔵関公園東側の石神井川沿いにある桜並木の保全についても調査計画に入れてもらいた

い。 

（6） 事業計画等 

・ 高架方式よりも振動、騒音が少ない、または発生しない地下方式も含めて調査計画を立て

てもらいたい。 

・ 線路際なので上の階は生活場所でガタンゴトンとうるさい。目の前に要塞があるようで、

地下化で延伸（田無の先）を望む。 

・ 高架方式の場合、コンクリート建造物が熱を蓄積し、さらなる気温の上昇、ヒートアイラ

ンドの加速が考えられる。対策として、事業を地下化し緑を増やせば熱が発散して気温が低

下する。練馬の地域特性である夏場の気温を調査項目に加えてもらいたい。 

・ 高架となれば、線路北側からの公園の景色が失われ、公園側からも見通しがさえぎられ

る。高架が生む環境改悪から自然、静かな生活を守るため地下化を望む。また、高架のよう

な構造物は、広範囲な視覚的、景観的な影響を沿線住民のほか多くの人に及ぼすため長い時

間をかけ住民周知、意見の汲み取りをすべき。 

・ 都が事業主体となる都市計画事業であり、同事業が環境に及ぼす影響がきわめて大きいこ

とから、地下方式を念頭に計画段階からの環境影響評価を行うこと。 

・ 沿線住民は、終日電車の騒音に苦しめられ、その上、夜間の工事作業が始まれば被害は相

当なものとなり、高架化により騒音は広い地域まで広がる。また、保安作業時の振動や電車

による光にも悩まされ、さらに夜間工事による光で被害も増大することから、鉄道を地下化

に変更するよう要望する。 

・ 環境保全の見地から、次の項目を調査計画に入れることを要望する。①騒音の少ない地下

化 ②上り、下りの列車交差時の騒音や、特急通過時などに電波障害の頻度が上がること 

③工事完了後、現況より大幅な騒音の低減 ④現状より大幅な低減予想値を設定・開示し工

事業者に工事認可をすること ⑤工事完了後、問題発生があった場合のため、乖離に相応し

た住民補償をあらかじめ設定すること ⑥石神井川河川整備工事と一体的な環境・景観影響

の評価と改善策の検討 ⑦桜並木の景観を保つため、武蔵関公園の池の調整機能増強や豪雨

時の河川水位コントロールの検討 ⑧仮線の具体的な工法の開示 ⑨高架橋の地耐力に問題

はないか ⑩詳細な工事費・用地費・対象物件等の開示 ⑪高架化と地下化の詳細な総工事

期間を開示 ⑫上石神井車庫の遠隔地への移設と立体交差事業区間の短縮、地下化の実現 

⑬高架騒音対策が稀薄。解決に向けて真摯に対応していない。 

・ 高架化、地下化双方の環境影響評価書を示さなければ、住民の理解は得られない。また、

高架化になると北側側道予定地住民は移転により大きな負担が生じる。 

・ 高架化と地下化の場合の、震災時の耐震性、豪雨被害への対応について評価してもらいた

い。また、豪雨被害に関連し、武蔵関公園の地下調整池と西武線の地下化によりできる線路

状の土地を利用すれば、石神井川改修工事で伐採される桜並木を保全することができる。対

策雨量を 100ミリ程度に上げることを要請する。 
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３ 周知地域区長等からの意見 

【杉並区長】 

１ 全般的事項 

（1） 環境影響評価手続きにおける住民への説明及び図書の作成等においては、専門的な語

句・用語の使用は最小限となるように努め、やむを得ず使用する場合は注釈をつけるこ

と。また、図表やイラストを入れるなど、住民にわかりやすい簡素な表現とすること。 

（2） 法令等による公害防止の規制基準を遵守すること。 

事業場において使用する重機等は、できる限り窒素酸化物や浮遊粒子状物質、騒音・振

動等の低減が見込まれる最新技術の設備・機器等を使用するとともに、最新工法の採用等

により、公害対策に万全を期すること。 

また、既存の建築物及び工作物等の解体にあたっては、アスベストに関する事前調査を

確実に実施すること。アスベストを含有する場合は、飛散性アスベスト、非飛散性アスベ

ストともに適切に処理すること。 

さらに、事業後の鉄道騒音レベルについては、各種の防止対策を講じることにより、

「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について（平成 7 年 12 月 20

日付環大一 174 号環境庁大気保全局長）」中、２ 指針「大規模改良線：騒音レベルの状

況を改良前より改善すること。」を確実に履行するとともに、より一層の環境改善に努め

ること。 

（3） 工事等に使用する重機や運搬車両等は、化石燃料等の使用量の少ない低燃費・省エネル

ギーの機器、車両との採用に努めること。 

駅舎等への太陽光発電システム等の導入、ＬＥＤ照明やＬＥＤ案内掲示器の駅設備への

活用を積極的にはかられたい。また、駅構内へ人感知エスカレーター等の省エネルギー機

器を導入するなど、省資源・省エネルギーへの取組及び温室効果ガス排出低減に努めるこ

と。 

（4） 周辺環境への影響が小さいとして調査対象から除外した項目があるが、住民の不安を解

消するためにも最大限、調査対象項目とすること。 

（5） 各段階で環境に影響を及ぼすと考えられる項目ごとに、その影響が及ぶと予想される地

域の範囲を明確にすること。 

２ 大気汚染 

評価では、工事の施行中において想定される粉じんの飛散のほか、建設機械・工事用車両

等による排出ガスの影響は少ないとされている。しかし、今回の事業区間には住居が近接し

ていることを踏まえ、工事の施行中について評価項目に追加していただきたい。 

３ 騒音・振動 

（1） 高架区間となる沿線地域の騒音については、周辺の建物の立地状況(中高層住宅等)に応

じて、高さ方向も加味した予測・評価を行うこと。また、供用開始後の変化が見込まれる

周辺の道路交通による騒音・振動についてもその対応を考慮すること。 

なお、西武新宿線の鉄道騒音については、杉並区においても測定を行っており、当区の

環境白書にて公表しているので、参考にしていただきたい。 
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（2） 高架区間となる沿線地域の中高層住宅(マンション等)では、騒音が事業前よりも大きく

なる可能性がある、また、事業後には音が高架から発せられるため、騒音が現状よりも遠

方へ到達する可能性も考えられる。前述した「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての

騒音対策の指針について」では、騒音の測定の高さは原則 1.2ｍとなっているが、中高層住

宅のある地域においては高さ方向を考慮した調査を実施するとともに、遠方へ到達する騒

音の予測、評価が可能な調査地点や調査高さを追加していただきたい。 

４ 地盤 

今回の評価項目には含まれていないが、高架橋等の基礎工事の施行に伴う掘削等により、

周辺地下水の水質、水位、地盤等への影響が懸念されることから、特に工事の施行中につい

ては、地盤の変形等に留意していただきたい。なお、当区においても、事業区間周辺の善福

寺、妙正寺池において水質調査を実施しているので、参考にしていただきたい。 

５ 電波障害 

工事完了後だけでなく、工事の施行中においてもテレビの電波の受信に影響を及ぼすこと

が考えられるので、施行中も予測の対象時点としていただきたい。 

６ 景観 

（1） 景観法・杉並区環境条例に基づき策定された杉並区景観計画の方針に従い、西武新宿線

沿線の景観特性に適した景観形成に努められたい。 

（2） 高架化に伴う鉄道からの沿線の眺望は、街並みや四季折々の自然の変化が望めるよう、

配慮いただきたい。 

（3） 調査地点図では、南北方向の調査・予測が多く、東西方向が不足している。井荻駅から

西方向を調査地点に加えるなど、調査地点の増加を含めた再検討を行っていただきたい。 

 

【練馬区長】 

１ 全般的事項 

(1) 練馬区民に対し、環境影響評価の目的、意義及び内容が十分に理解されるよう、本件環

境影響評価の内容に関して、手続きにかかわる図書の縦覧や説明会のみならず、様々な機

会を設けて区民に説明し、その意見・要望を聞くこととされたい。また、区民の意見・要

望については、十分に検討し、可能な限り環境影響評価の実施及び環境保全のための措置

の検討に反映するよう努められたい。 

(2) 環境影響評価調査計画書に限らず、今後作成される図書類においては、その記載内容に

図表やイラストなどを含めるなど、区民にわかりやすくするよう配慮されたい。また、評

価事案の説明会においても、同様の配慮をされたい。 

２ 大気汚染 

大気汚染は環境影響評価の項目としては選定されていないが、工事着手後は駅舎および鉄

道施設の解体が見込まれ、吹付け材や配管保温材などについて、アスベストの含有が懸念さ

れるため、調査の項目とされたい。 

３ 騒音・振動 

（1） 鉄道騒音のそれぞれの調査・予測地点において測定高さ 3.5ｍを追加するとともに、近接
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する中高層建築物への影響も十分に把握できる地点・高さを選定し、調査・予測を行い、

評価を実施されたい。 

（2） 仮線区間の列車の走行に伴う鉄道騒音については、現地調査結果を「大きく上回らない

こと」を評価の指標とするとあるが、「上回らないこと」を評価の指標とされたい。 

（3） 鉄道騒音の調査や予測にあたっては、分岐器設置区間、ロングレール化が困難な区間も

考慮して評価を実施されたい。 

（4） 仮線区間及び工事の完了後ともに鉄道振動の現地調査結果を「大きく上回らないこと」

とするとあるが、「上回らないこと」を評価の指標とされたい。 

４ 土壌汚染 

上石神井の車庫は、鉄道車両の整備・点検等が行われていたと推察されることから、土壌

汚染の調査対象とされたい。 

５ 景観 

（1） 区内事業区間内の練馬区景観計画で定められた区域区分のうち、石神井川景観軸に景観

調査地点の設定がないため、追加を願いたい。 

（2） 鉄道建設による地域家環の特性の変化予測にあたって、計画されている方向の反対から

も、完成予想図（フォトモンタージュ）を作成されたい。 

 

【西東京市長】 

１ 騒音・振動 

（1） 列車の走行に伴う鉄道騒音調査の範囲は、線路から約 100ｍとされているが、100ｍ以上

離れたところに住んでいる住民からも関心が向けられている。調査範囲については可能な

限り広げ、近隣住民の声を反映していただきたい。 

（2） 列車の走行に伴う鉄道騒音の予測地域は、明確な記述がなかったが、高架橋となる部分

は、鉄道騒音の伝播が従来よりも広範囲になることが懸念される。予測地域については、

高架することにより騒音の暴露状況に変更がある地域まで、面的に予測・評価していただ

きたい。 
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「西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差事業」 

に係る環境影響評価調査計画書について（案） 

 

 

第１ 審議経過 

本審議会では、平成 31 年２月 22 日に「西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅

間）連続立体交差事業」に係る環境影響評価調査計画書（以下｢調査計画書｣とい

う。）について諮問されて以降、部会における審議を行い、都民及び周知地域区

市長の意見等を勘案して、その内容について検討した。 

その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

【騒音・振動】 

１ 本事業は事業予定期間が15年という長期にわたり、また、一部で夜間工事も

予定されていることから、周辺住民に対して十分に配慮した環境保全のための

措置を検討し、予測・評価を行うこと。 

 

２ 工事の完了後の鉄道騒音について、本事業区間周辺には中高層の住宅等が存

在することから、必要に応じて、高さ方向を含めた予測･評価を行うこと。 

 

第３ その他 

環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定するに当たっては、条例第 47条第

１項の規定に基づき、調査計画書に係る都民及び周知地域区長等の意見並びに今後

の事業計画の具体化を踏まえて検討すること。 

なお、選定した環境影響評価の項目のほか、事業計画の具体化に伴い、新たに調

査等が必要となる環境影響評価の項目が生じた場合には、環境影響評価書案におい

て対応すること。 

資料１－２ 
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付 表 

 

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審 議 事 項 

審議会 平 成 31年 ２ 月 22日 ・調査計画書について諮問 

部 会 令 和 元 年 ５ 月 14日 

・環境影響評価の項目選定及び項目別審議 

（騒音・振動、土壌汚染、日影、 

電波障害、景観、史跡・文化財、 

自然との触れ合い活動の場、廃棄物） 

・総括審議 

審議会 令 和 元 年 ５ 月 17日 ・答申（予定） 
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                 第一部会 審議資料 資料２－１ 

 

（事業名）東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続立体交差事業  

  

部会審議項目(５) 騒 日 電 景 廃（ は終了） 

 

（環境影響評価の項目）騒音・振動                    （年月日）令和元年５月 14日 

項   目 環境影響評価書案 
環境影響評価書案 

関連頁 

現 況 調 査 

 

 

 

 

(1) 調査事項 

(2) 調査地域 

(3) 調査方法 

(4) 調査結果 

 

P42～P74 

 

 

 

 

予 測 

 

 

 

 

 

(1) 予測事項 

(2) 予測の対象時点 

(3) 予測地域及び予測地点 

(4) 予測方法 

(5) 予測結果 

 

P75～P101 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

 

 

 

  P102 

 

評 価 

 

 

 

 

 

P103～P108 

 

 

都民の主な意見  別紙１のとおり 

関係区長の意見  別紙１のとおり 

項目検討の内容 

(1) 検討年月日 平成31年４月23日 

(2) 担当委員   町田 信夫 委員 

(3) 検討結果   意見あり（別紙２のとおり） 
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別紙１ 

 

都民の主な意見 

○ 高架化によって騒音の問題が地域に広がります。絶対反対です。 

○ 反対です。本件評価において、｢現況｣と同じレベルか、何とか下回る程度の評価しか得

られていない。実際に高架化された時のことを推察すると恐ろしい。｢現況｣との比較では

なく地下化と比較すべき内容です。 

○ ロングレール等の活用・レール溶接等と言うが、遮音対策・振動対策など現状で同じ改

善策を実施した場合との対比がなく、高架化ありきの環境評価となっており不十分です。

評価書案として致命的に失敗しています。環境評価の仕事として不合格です。反対です。 

○ ロングレール等は、振動などはひどいです。 

 

 

関係区長の意見 

【板橋区長】 

○仮線区間の鉄道振動について 

「環境影響評価書案」P106「エ仮線区間の列車の走行に伴う鉄道振動」において、仮線区

間の鉄道振動の予測値が現状を上回ることへの対策について、道床の整備、定期検査、保

守等が挙げられている。事業実施の際には、これらの対策の手法、頻度等、具体的内容を

明らかにし、周辺地域へ入念に説明されたい。 

○高架化に伴う鉄道騒音への対策について 

「環境影響評価書案（資料編）」P96「＜ 参考＞高さ方向の鉄道騒音の予測結果」にお

いて、立体化後の騒音の予測値が、地上から高い位置（10ｍ及び 15ｍ）において現況値

を上回っており、中高層建物への騒音影響が増すことが懸念される。沿線に対して十分な

防音対策を検討されたい。 
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別紙２ 

 

項目：騒音・振動 

意     見 
意見の取扱いに  

ついての事務局案 

本事業は工事が長期間にわたる上、予測結果が勧告基準と

同値又はわずかに下回る工種があること、また、夜間にも工

事が実施されることから、周辺住民に対して工事内容を十分

に説明するとともに、環境保全のための措置を徹底し、騒音･

振動の影響を低減するよう努めること。 

 

指摘の趣旨を答申案

に入れる。 

仮線区間の列車の走行に伴う鉄道振動について、予測結果

が現況値を上回ることから、環境保全のための措置を徹底し、

鉄道振動の一層の低減に努めること。 

 

指摘の趣旨を答申案

に入れる。 

工事の完了後の列車の走行に伴う鉄道騒音について、高さ

方向の予測結果が一部現況値を上回ることから、環境保全の

ための措置を徹底し、鉄道騒音の一層の低減に努めること。 

 

指摘の趣旨を答申案

に入れる。 
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                 第一部会 審議資料 資料２－２ 

 

（事業名）東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続立体交差事業 

  

部会審議項目(５) 騒 日 電 景 廃（ は終了） 

 

（環境影響評価の項目）日影              （年月日）令和元年５月 14日 

項   目 環境影響評価書案 
環境影響評価書案 

関連頁 

現 況 調 査 

 

 

 

 

(1) 調査事項 

(2) 調査地域 

(3) 調査方法 

(4) 調査結果 

 

P109～P116 

 

 

 

 

予 測 

 

 

 

 

 

(1) 予測事項 

(2) 予測の対象地点 

(3) 予測地域 

(4) 予測方法 

(5) 予測結果 

 

P117～P124 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

 

 

 

  P125 

 

評 価 

 

 

 

 

 

P125 

 

 

都民の主な意見  別紙のとおり 

関係区長の意見  な し 

項目検討の内容 

(1) 検討年月日 平成31年４月24日 

(2) 担当委員   義江 龍一郎 委員 

(3) 検討結果   意見なし 
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別紙 

 

都民の主な意見 

○  高架化によって日照の問題が地域に広がります。絶対反対です。 

○  高架化による照度、洗濯乾かしや取り入れの影響など末永く住み暮らすマンション住民

が被る影響が深められていません。反対する。 
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                 第一部会 審議資料 資料２－３ 

 

（事業名）東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続立体交差事業 

  

部会審議項目(５) 騒 日 電 景 廃（ は終了） 

 

（環境影響評価の項目）景観              （年月日）令和元年５月 14日 

項   目 環境影響評価書案 
環境影響評価書案 

関連頁 

現 況 調 査 

 

 

 

 

(1) 調査事項 

(2) 調査地域 

(3) 調査方法 

(4) 調査結果 

 

P138～P146 

 

 

 

 

予 測 

 

 

 

 

 

(1) 予測事項 

(2) 予測の対象地点 

(3) 予測地域 

(4) 予測方法 

(5) 予測結果 

 

P147～P153 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

 

 

 

  P154 

 

評 価 

 

 

 

 

 

P154 

 

 

都民の主な意見   別紙のとおり 

関係区長の意見  な し 

項目検討の内容 

(1) 検討年月日 平成31年４月24日 

(2) 担当委員   義江 龍一郎 委員 

(3) 検討結果   意見なし 

 

14



別紙 

 

都民の主な意見 

○  評価点が恣意的。最良の地点が選ばれている。ワーストケースでの比較が妥当。 
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 資料２－４ 

 

 

「東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続立体交差事業」に係る環境影

響評価書案について（案） 

 

第１ 審議経過 

本審議会では、平成 30年 12月 21日に「東武鉄道東上本線（大山駅付近）連続

立体交差事業」環境影響評価書案（以下「評価書案」という。）について諮問され

て以降、部会における審議を重ね、都民及び関係地域区長の意見等を勘案して、

その内容について検討した。 

その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

本事業の評価書案における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響

評価技術指針」に従って行われたものであると認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすい

ものとなるよう努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【騒音・振動】 

１ 本事業は工事が長期間にわたる上、予測結果が勧告基準と同値又はわずか

に下回る工種があること、また、夜間にも工事が実施されることから、周辺

住民に対して工事内容を十分に説明するとともに、環境保全のための措置を

徹底し、騒音･振動の影響を低減するよう努めること。 

 

２ 仮線区間の列車の走行に伴う鉄道振動について、予測結果が現況値を上回

ることから、環境保全のための措置を徹底し、鉄道振動の一層の低減に努める

こと。 
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３ 工事の完了後の列車の走行に伴う鉄道騒音について、高さ方向の予測結果

が一部現況値を上回ることから、環境保全のための措置を徹底し、鉄道騒音の

一層の低減に努めること。 

 

【廃棄物】 

  既存構造物の解体撤去及び建設工事に伴い、プラスチック、ガラス、ケーブ

ル、建設混合廃棄物等の発生も考えられるとしているが、その排出量等が示さ

れていないことから、これらの廃棄物についても、排出量、再利用･再資源化率

等を予測･評価すること。 
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付表 

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審  議  事  項 

審議会 平成 30 年 12 月 21 日 ・評価書案について諮問 

審議会 平成 31 年 ３ 月 28 日 ・現地視察 

部 会 平成 31 年 ４ 月 16 日 
・項目別審議 

 電波障害、廃棄物 

部 会 令和元年 ５ 月 14 日 

・項目別審議 

 騒音・振動、日影、景観 

・総括審議 

審議会 令和元年 ５ 月 17 日 ・答申（予定） 

※都民の意見を聴く会は、都民からの公述の申し出がなかったため開催されなかった。 

 

 

【項目別検討の実施状況】 

環境影響評価の項目 項目検討の実施年月日 

 騒 音 ・ 振 動   平成 31 年 ４ 月 23 日 

 日 影   平成 31 年 ４ 月 24 日 

 電 波 障 害   平成 31 年 ３ 月 22 日 

 景 観   平成 31 年 ４ 月 24 日 

 廃 棄 物   平成 31 年 ３ 月 22 日 
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